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まえがき 

車社会化の急速な進展に対して，交通安全施設が不足していたことに加え，車両の安全性を

確保するための技術が未発達であったことなどから，昭和 20 年代後半から 40 年代半ば頃まで，

道路交通事故の死傷者数が著しく増加しました。 

このため，交通安全の確保は，大きな社会問題となり，交通安全対策の総合的かつ計画的な

推進を図るため，昭和 45 年 6月，交通安全対策基本法（昭和 45 年法律第 110 号）が制定され

ました。昭和46年度以降，兵庫県や本市においても 9次にわたる交通安全計画を作成し，県，市

町，関係民間団体等が一体となって道路交通安全対策に取り組んできました。この結果，市内に

おける平成27年の交通事故死者数は0人，交通事故傷者数も383人となり，目標としていた400

人以下を達成しました。 

しかし，一方で自転車に関する事故により，高額な賠償事例も発生しており，新たな社会問題と

なっています。兵庫県においては，平成 27 年 4 月に「自転車の安全で適正な利用の促進に関す

る条例」が制定され，同年 10 月には，全国に先駆けて条例により，自転車利用者への損害賠償

保険の加入が義務化されました。また，国においても道路交通法改正による自転車運転者講習

制度が導入される等，自転車に関するルールは，大きく変化してきています。 

交通事故の防止は，市民共通の願いであり，一人一人が全力を挙げて取り組まなければなら

ない緊急かつ重要な問題です。今後も，人命尊重の理念の下に，市民が安全で安心して暮らせ

る交通事故のない芦屋を目指して，交通安全対策全般にわたる諸施策を推進してまいります。 

第 10 次交通安全計画は，このような観点から，交通安全対策基本法第 26 条第 1 項の規定に

基づき，平成 28 年度から平成 32 年度までに講ずべき交通安全に関する施策の大綱を定めたも

のです。 

なお，本計画において目標とした死傷者数は，兵庫県警察本部が交通警察の活動状況を取り

纏めた「交通年鑑」の交通事故統計をもとに設定しております。 

平成２８年９月 
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計画の基本理念 

【交通事故のない芦屋をめざして】 

我が国は，本格的な人口減少と超高齢社会の到来というかつて経験したことのない新たな時

代を迎えたところであり，低炭素社会を実現するための交通環境の形成が求められています。こ

のような大きな環境変化を乗り越え，真に豊かで活力のある社会を構築していくためにはその前

提として，市民すべての願いである安全・安心を確保していくことが極めて重要です。 

交通安全計画は，人優先の交通安全思想の下，これまでの 9次にわたる取組において，道路

交通事故死者数を減少させるなどの成果を上げてきたところです。しかし，交通事故によって，

毎年多くの方が被害に遭われていることを考えると，交通安全の確保は，安全・安心の実現を図

っていくための重要な要素であると考えます。 

このような状況のなかで，人命尊重の理念に基づき，また，交通事故がもたらす大きな社会

的・経済的損失をも勘案して，究極的には交通事故のない，安全で安心して暮らせる芦屋の実

現を目指します。 

交通事故のない芦屋は一朝一夕に実現できるものではありませんが，市民一人一人が交通

事故を起こさないという誓いのもと，悲惨な交通事故の根絶に向けて，新たな一歩を踏み出さな

ければなりません。 

【人優先の交通安全思想】 

文明化された社会においては，弱い立場にある者への配慮や思いやりが存在しなければなら

ず，全ての交通について，自動車と比較して弱い立場にある歩行者，高齢者，障がいのある人，

子ども等の交通弱者の安全を一層確保することが必要となります。 

交通事故がない社会は，交通弱者が社会的に自立できる社会でもあります。このような「人優

先」の考えを普及・啓発していくとともに，「人優先」の交通安全思想を基本とし，あらゆる施策を

推進していきます。 
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第１章 道路交通の安全 

基本的な考え方 

 第１節 基本的な考え方 

１ 歩行者等交通弱者の安全確保 

市内の交通事故死者に占める歩行者の割合は依然として高く，第 9 次期間中においても 7

人中 4 人が歩行者です。特に高齢者の割合は高く，今後も高齢化が進展する中で，高齢者の

交通安全対策は極めて重要です。 

また，少子化の進展や安心して育児のできる社会の実現のためには，子どもを交通事故か

ら守ることが一層求められます。 

さらに，人優先の交通安全思想の更なる普及・啓発を図り，一人一人が道路はみんなのも

のであるという意識を持ち，他の利用者を思いやった使い方を当たり前にしていく必要があり

ます。こうしたことを踏まえ，道路交通安全の施策として，歩行者等交通弱者の安全確保に取

り組みます。 

１ 基本的な考え方 

① 人優先の交通安全思想の普及・啓発を行うとともに，歩行空間の安全確保等により，交通弱

者の安全確保を図る。

② 自転車の安全な利用を促進するため，自転車の適正な利用を進める運動を展開するとともに

損害賠償責任保険等への加入を促進する。

③ 地域の実情を踏まえた施策を推進するとともに，学校，家庭，地域等の連携を強化し，市民

が交通安全に関する活動に積極的に参加できるようにする。

２ 目標 

① 平成３２年までに年間の交通事故死者数を０人にする。 

② 平成３２年までに年間の交通事故死傷者数を３００人以下にする。 

３ 対策を進める視点 

〈３つの視点〉 

① 歩行者等交通弱者の安全確保  ② 自転車の安全確保 ③ 生活道路における安全確保 

〈７つの柱〉 

① 交通弱者対策の充実  ② 自転車対策の推進  ③ 道路交通環境の整備 

④ 交通安全思想の普及徹底  ⑤ 道路交通秩序の維持 ⑥ 救助・救急活動の充実 

⑦ 損害賠償の適正化をはじめとした被害者支援の推進 
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２ 自転車の安全確保 

兵庫県では，自転車と歩行者の事故が増加傾向にあり，本市においても同様の傾向が見ら

れます。このような事故においては，自転車側に高額な損害賠償金が請求される事例も発生

していることから，平成 27 年に兵庫県において「自転車の安全で適正な利用の促進に関する

条例」が制定されました。この中で，県民，事業者及び行政が協働して自転車の適正な利用を

進める運動を展開するとともに，全国に先駆けて損害賠償責任保険等への加入を義務付けて

います。 

本市においても，引き続き条例の更なる普及・徹底，ルールとマナーの向上を図るとともに，

損害賠償保険加入を促進させ，自転車関連事故を減少させていきます。 

３ 地域の実情を踏まえた施策の推進及び連携強化 

交通事故を減少させるには，交通手段の発達やスマートフォンの普及等の社会的変化，地

域の交通状況や人口構成などの実情に応じて，また，事故の分析結果等を反映させ，各種の

施策を組み合わせて実施していくことが重要です。その際，効果的に対策を進めていくうえで，

行政，学校，家庭，職場，企業等，様々な関係機関・団体等が，それぞれの特徴を活かしつつ

役割分担することが必要不可欠です。 

また，市民が，交通安全活動の計画・実行・評価など様々な形で参画・協働できるよう各種

関係機関・団体等との連携を強化していきます。 

第２節 道路交通の安全についての目標 

１ 道路交通事故の現状等 

 (１) 道路交通事故の現状 

市内の交通事故による24時間死者数は，平成23年から平成26年まで，毎年，死亡事故

が発生していましたが，平成27年には，交通事故による死者は0人となり，第9次計画目標

は達成できました。また，交通事故傷者数においても平成27年には，383人となり，400人以

下とした第 9次計画目標を達成しました。しかし，重傷事故の数は，平成 26 年まで減少傾向

でしたが，平成 27年に 33件発生し，前年比で約 3割増加しました。 

近年，①高齢者人口の増加，②シートベルト着用率等の頭打ち，③飲酒運転による交通

事故件数の下げ止まりなどから，交通事故の死者数の減少幅は小さくなっています。今後と

も，少子高齢化社会が進展していく中で，一層の対策が必要となってきます。 
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(２) 交通安全計画における目標 

【目標数値】平成32年までに交通事故死者数を0人にする。 

平成32年までに交通事故死傷者数を300人以下にする。 

【目標設定の考え方】 

交通事故のない芦屋とすることが究極の目標であるものの，一朝一夕に実現することは困難

です。芦屋市としては，交通事故死者数については，第9次計画の目標である0人を達成し，第

10次期間中においても死者を出さないようにするため，平成32年までに0人にすることを目標とし

ます。 

また，交通事故死傷者数については，第9次計画の目標である400人以下を達成したこと，現

状の減少幅を踏まえ，平成32年までに年間の死傷者数を300人以下とすることを目標とします。 

第３節  道路交通の安全についての対策 

１ 今後の道路交通安全対策を考える視点 

(１) 歩行者等交通弱者の安全確保 

ア 高齢者 

今後とも高齢化が進展し，交通事故全体に占める高齢者の割合が増加傾向にあることを 

踏まえると，高齢者が安全にかつ安心して外出したり，移動できる交通社会の形成が必要

です。 

このため，まず，高齢者が主として歩行及び自転車等を交通手段として利用する場合と

自動車を運転する場合の相違に着目し，それぞれの特性を考慮した対策を講じ，高齢者の

実像を踏まえたきめ細かな交通安全対策を推進します。 

また，加齢による身体機能の低下にかかわりなく，高齢者が交通社会に参加することが

できるよう，バリアフリー化された道路交通環境の形成を図ることも重要です。 

326 315
352 356

319

2 1 1 3 0

379 392 400 404 383

37 35 23 25 33

平成２３年 平成２４年 平成２５年 平成２６年 平成２７年

芦屋市内交通事故死者・傷者数の推移

人身事故件数（件/年） 死者（人）

傷者（人） 重傷事故件数（件/年）
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イ 子ども 

少子化の進展を踏まえ，安心して子どもを産み，育てることができる社会を実現すること

が重要です。このため，子どもを交通事故から守る観点から，通学路等において，歩行空間

の安全対策を積極的に推進する必要があります。 

ウ 障がいのある人 

高齢者の安全対策同様，多様な人々が利用しやすい環境設計の考え方に基づき，バリ

アフリー化された道路交通環境の形成を図るとともに，障がいの程度に応じてきめ細かい

交通安全教育を推進します。 

エ 車両に対する歩行者 

人優先の考えを普及・啓発し，通学通園路，生活道路，幹線道路等における歩行空間の

確保を図り，車両に対して弱い立場にある歩行者の安全を確保します。 

(２) 自転車の安全確保 

自転車の交通ルールに関する理解が不十分なことを背景として，現状は，自転車利用者に

は，ルールやマナーに違反する行動が多いため，自転車利用者への交通安全意識の啓発や

発達段階に応じた交通安全教育を行います。また，自転車の安全利用を促進するため，「自

転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」の更なる普及と生活道路や幹線道路等にお

いて歩行者との共存を図るため，自転車の走行区間を確保することを検討します。 

さらに，自転車利用者が加害者となった場合，高額な賠償になる事例が発生しており，自転

車事故の被害者救済対策として，賠償責任保険の加入を促進します。 

(３) 生活道路における安全確保

地域住民の日常生活に利用される生活道路において，交通の安全を確保することは重要

な課題です。車道幅員5.5メートル以上の道路については，死亡事故件数が減少傾向にあるも

のの，車道幅員5.5メートル未満の道路については，その傾向にありません。 

このため，地域における道路交通事情等を十分に踏まえ，各地域に応じた生活道路を対象

として自動車の速度抑制を図るための道路交通環境の整備，交通指導取締りの強化，安全

な走行方法の普及等の対策が必要です。 

また，幹線道路を走行すべき自動車が生活道路へ流入することを防止するための幹線道

路における交通安全対策及び交通流の円滑化を推進する対策などを，総合的なまちづくりの

中で一層推進します。 

さらに，こうした対策には，地域住民の主体的な参加と取組が不可欠であり，対策の検討や

関係者間での合意形成において中心的な役割を果たす人材の育成が重要です。 
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２ 重点施策 

従来の交通安全対策を基本としながら，今後の対策を実施していくにあたっては，以下の７つ

の柱によって，交通安全対策を実施していきます。 

① 交通弱者対策の充実 

② 自転車対策の推進 

③ 道路交通環境の整備 

④ 交通安全思想の普及徹底 

⑤ 道路交通秩序の維持 

⑥ 救助・救急活動の充実 

⑦ 損害賠償の適正化をはじめとした被害者支援の推進 

(1) 交通弱者対策の充実 

近代社会においては，弱い立場にある者への配慮や思いやりが必要です。全ての交通に

ついて，自動車と比較して弱い立場にある歩行者，高齢者，障がいのある人，子ども等の交

通弱者の安全を確保する対策を実施します。 

高齢者については，高齢者の事故が居住地の近くで発生することが多いことから，「ホッと

あんしん訪問」等の地域における見守り活動を通じて，生活に密着した交通安全活動を実施

します。 

また，高齢者の事故発生状況に応じた交通安全教育を実施するとともに，高齢者が集まる

イベント等，地域の集会の場等を活用し，積極的に啓発を行い，平成32年までに市内の高齢

者の交通事故死傷者数（車の同乗者を除く）を15人1以下にすることを目標とします。 

子どもについては，学校，ＰＴＡ等と連携して通学路点検や登下校指導を行い，子どもに対

する交通安全教室の内容を見直すとともに，地域の特徴に応じた交通安全教育を実施し，平

成32年までに市内の子どもの交通事故死傷者数を14人2以下にすることを目標とします。 

障がいのある人については，障がいの程度に応じた交通安全教育を実施するとともに，こ

れまで実施した結果を踏まえ，内容の見直しを行っていきます。また，歩行者の安全を確保す

るため，市内における「あんしん歩行エリア」において，ゾーン規制に伴う路面標示の設置を行

います。 

1 ①平成 21年の高齢者の傷者 78 人 ②平成 26年の高齢者の傷者 49人 ① ②=29 件 

 今後もこの減少傾向を維持することを目標とし5年間で29件減少したので，6年間では，

29×6/5≒34 平成 32 年までに 34件減少させることを目標とする。49 34＝15 人（車の同

乗者を除く） 
2 政府方針(平成 21年 1 月)の「今後 10 年を目途に事故死傷者を半減させる」に準拠して

平成 21 年の傷者 28人を半減させることを目標とする。 
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(2) 自転車対策の推進 

自転車は，環境にやさしく，手軽に乗れることから，子どもから大人まで多くの方が利用さ

れています。近年，自転車を取り巻く状況は大きく変化し，自転車の関係する事故が減少す

る中，自転車対歩行者の事故は，増加傾向にあります。自転車が歩行者と衝突した場合に

は加害者となり，自転車利用者には，交通に参加する者としての十分な自覚・責任が求め

られることから，加害者とならないための意識啓発を図る必要があります。 

現在，幼児の段階から自転車に乗っている子どもが増えていることを踏まえ，幼児・児童

の自転車用ヘルメットについて,あらゆる機会を通じて，保護者等に対し,頭部保護の重要性

とヘルメット着用による被害軽減効果についての理解促進に努め,更なる着用の徹底を図り

ます。 

また，幼児用向けの教材を活用し，自転車の正しい乗り方について，発達に応じた教育

を推進し，これまで実施している市内の小学生，中学生を対象とした自転車教室の内容を

見直し，地域の特徴にあわせて改善します。加えて，自転車運転免許証等を発行する自転

車交通安全教室における学科講習及び実技講習を実施し，自転車利用者への交通ルール

の周知と安全教育の推進を進め，市内の自転車が関わる事故件数を平成 32 年までに 188

件3以下とすることを目標とします。 

近年，自転車事故の加害者に対して，高額な賠償請求がされていることから，自転車利

用者が加害者となる自転車事故の被害者救済対策として，兵庫県において，「自転車の安

全で適正な利用の促進に関する条例」が制定され，全国に先駆けて損害賠償責任保険等

への加入が義務化されたことから，賠償責任保険への加入促進に取り組み，平成 32 年度

までに市内の自転車利用者賠償責任保険加入者割合を 100％にすることを目標とします。 

さらに，夕暮れ時や夜間における事故の減少と防止を図るため，早めのライト点灯の呼

び掛けや反射材の普及を図っていきます。 

3 平成 26 年「人対自転車」の交通事故 16 件(物損事故を含む)「自転車対車両（自動車，

二輪，自転車）」の交通事故 235 件(物損事故を含む)16+235=251 件 平成 21年は人身事故

のデータしかないため平成 26 年のデータを準拠して国の目標の相当割合である 25％減を

目標とする。251×0.75≒188 件 

○ 地域における見守りを通じた生活に密着した交通安全活動の推進  

○ 高齢者の事故発生状況に応じた交通安全教育・啓発の実施 

○ 地域の特徴に応じた子どもの交通安全教育の実施 

○ 障がいの程度に応じた交通安全教育の実施  

○ 通学通園路等における歩行空間の確保 

○ 「あんしん歩行エリア」の形成等による交通安全対策の推進 

○ 「ストップ・ザ・交通事故」県民運動の推進 
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(3) 道路交通環境の整備 

道路交通環境の整備については，これまでの交通安全対策に加え，少子高齢化などの社

会情勢の変化に対応し，子どもを事故から守り，高齢者や障がいのある人が安全にかつ安

心して外出できる交通社会の形成を図る観点から，通学通園路，生活道路，幹線道路等に

おいて交通安全施設などの整備を図るとともに，自転車ネットワーク計画の検討を行い，安

全・安心な歩行空間が確保された人優先の道路交通環境整備に向けた交通安全対策を実

施していきます。 

ア 人優先の安全・安心な歩行空間の整備 

これまで一定の成果を挙げてきた交通安全対策は，主として「車中心」の対策であり，本

計画においては，地域の協力を得ながら，通学通園路，生活道路，幹線道路等において歩

行空間を積極的に整備するため，歩行者の視点に立った交通安全対策の推進を図っていく

必要があります。 

(ア) 生活道路における交通安全対策の推進 

生活道路において，すべての人にやさしい歩行空間の確保に努めるとともに，バリアフ

リー化を進めるため，市内鉄道4駅を中心とした半径500ｍにおいて，歩道の切下げ部の

バリアフリー化を図り，平成32年度までに歩道切下げ部のバリアフリー化率を46.7％4に

することを目標とします。 

また，あんしん歩行エリア地区について，兵庫県公安委員会及び道路管理者が連携し

て，交差点改良，歩行空間の整備，交通安全施設の整備など面的かつ総合的な事故抑

4 平成 26 年度までの切下げ箇所数：775 箇所/2,245 箇所（34.5％）市内鉄道 4駅を中心に

した半径 500ｍにおいて今後バリアフリー化を図る(275 箇所) （775+275）2,245=46.7％ 

○ 子どもの発達段階に応じた自転車マナー啓発活動の推進 

○ 自転車利用者への交通ルールの周知と安全教育の推進 

○ 自転車賠償責任保険の加入促進 

○ 自転車運転免許証等を発行する自転車交通安全教室の推進 

○ 「ストップ・ザ・交通事故」県民運動の推進 

○ 夕暮れ時の早めのライト点灯・反射材の普及 

○ 生活道路等における人優先の安全･安心な歩行空間の整備

○ 通学通園路などの歩行空間の整備の推進

○ 交通安全施設等の整備事業の推進

○ 電線類の地中化の推進

○ 自転車ネットワーク計画策定等の安全で快適な自転車利用環境の検討

○ 違法駐車対策の推進

○ 災害に備えた道路交通環境の整備 
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止対策を実施します。「あんしん歩行エリア」以外の生活道路においても，歩行者と自動

車が共存する安全で安心な道路空間を創出するため，芦屋警察署及び道路管理者が連

携して，自動車の速度の抑制，交差点の明示，歩行者と自動車の通行区分の明示を図

ります。 

(イ) 通学路等における交通安全の確保 

道路交通実態に応じ，芦屋警察署，教育委員会，学校，道路管理者等の関係機関が

連携し，ハード・ソフトの両面から必要な対策を推進します。子どもの通行の安全を確保

するため，芦屋市通学路交通安全プログラムに基づき，各中学校区において合同点検を

行い改善要望のあった箇所について，関係機関と連携を図り，路肩のカラー舗装，防護

柵の設置改修，横断歩道等の設置等の安全対策を推進します。 

イ 交通安全施設等整備事業の推進 

平成27年度から平成32年度までを計画期間とする社会資本整備重点計画（平成27年9

月18日閣議決定）に即して，兵庫県公安委員会及び道路管理者が連携し，事故実態の調

査・分析を行いつつ，次の方針により計画的かつ重点的，効果的かつ効率的に交通安全施

設等整備事業を推進することにより，道路交通環境を改善し，交通事故の防止と交通の円

滑化を図ります。 

現在，道路，橋梁等の老朽化対策は全国的にも課題となっており，「芦屋市道路橋長寿

命化修繕計画」などを見直し，今後は「公共施設等総合管理計画」とも整合を図りながら老

朽化した橋梁を定期的に点検し，修繕，架け替え等を行います。 

また，道路を安全に通行できるよう，防護柵の改修を実施し，併せて芦屋川沿いの防護

柵の改修計画を策定するなど歩行者の安全対策を行い，平成32年度までに防護柵の改

修率を89.7％にすることを目標とします。 

さらに，交通流，交通事故の発生状況，道路の整備状況等の交通実態や，地域住民の

ニーズ等をきめ細かく把握・分析し，必要により交通規制の見直しを行うとともに，信号機

の新設についてはスクラップ・アンド・ビルドを念頭に置き，適切な整備を推進します。 

ウ 電線類の地中化の推進 

安全で快適な歩行空間を確保するため，「第7次電線類地中化計画」に基づき，さくら参

道などの電線類の地中化の整備を行い，平成32年度までに市道部分の無電柱化率14.1％

5を目指します。 

5 平成 27 年度末現在：無電柱化率 12.4％ 今後，芦屋川沿い及びさくら参道等において

電線類の地中化を実施する。 
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エ 自転車利用環境の総合的整備

(ア) 安全で快適な自転車利用環境の整備

クリーンかつエネルギー効率の高い持続可能な都市内交通体系の実現に向け，自転

車の役割と位置付けを明確にし，乗用車から自転車への転換を促進します。 また,増加

している歩行者と自転車の事故を減らすため，自転車は車両であるとの原則の下，自転

車ネットワーク整備計画の検討を行い，自転車利用環境の総合的な整備に向けた検討

を行います。 

(イ) 自転車等の駐車対策の推進 

自転車等の駐車がもたらす障害を除去するとともに，自転車利用を促進するため，阪

神芦屋駅西自転車駐車場，阪神芦屋駅南自転車駐車場及びＪＲ芦屋駅北自転車駐車場

の改修を行うとともに，ＪＲ芦屋駅南側において，分散された既存の駐輪場を集約，整備

します。 

また，バリアフリー法に基づき，高齢者，障がいのある人等の移動の円滑化に資する

ため，関係機関・団体が連携した広報啓発活動等の違法駐車を防止する取組みを推進

します。 

オ 効果的な交通規制の推進 

良好な生活環境の維持と様々な交通の安全と円滑化を図るため，一方通行，指定方向

外進行禁止などの組み合わせによる通過交通の抑制や違法駐停車などへの指導・取締り

などの交通規制を実施します。 

また，歩行者及び自転車利用者の利用する道路については，歩行者用道路，車両通行

止め，路側帯の設置・拡幅など歩行者及び自転車利用者の安全を確保するための交通規

制を強化します。 

さらに，幹線道路については，交通の安全と円滑化を図るため，道路の構造，交通安全

施設の整備状況，交通の状況などを勘案しつつ，速度規制，指定方向外進行禁止，一方通

行などの組み合わせなどによる交通規制と併せて，違法駐停車などへの指導・取締りなど

により，道路における危険を防止し，その他交通の安全と円滑を図り，道路の交通に起因

する障害の防止に資するよう対策を実施していきます。 

カ 総合的な駐車対策の推進

道路交通の安全と円滑を図り，都市機能の維持及び増進に寄与するため，交通の状況

や地域の特性に応じた総合的な駐車対策を実施します。 

(ア) 秩序ある駐車の推進 

違法駐車や駐停車などをしようとしている自動車運転者に対して，市，芦屋警察署，芦

屋交通安全協会及び地域住民による警告，啓発活動を実施し，より良好な駐車秩序の
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確立に努めます。 

(イ) 違法駐車対策の推進 

悪質性・危険性，迷惑性の高い違反については，地域住民の意見・要望などを踏まえ

た取締りの要請を行います。 

運転者の責任を追及できない放置車両について，当該車両の使用者に対する放置違

反金納付命令及び繰り返し放置違反金納付命令を受けた使用者に対する使用制限命令

の積極的な活用を図り，使用者責任を追及するよう要請します。 

(ウ) 違法駐車締め出し機運の醸成・高揚 

違法駐車の排除及び自動車の保管場所の確保などに関し，市民への広報・啓発活動

を行うとともに，住民の理解と協力を得ながら違法駐車締め出し機運の醸成・高揚を図り

ます。 

(エ) ハード・ソフトが一体となった駐車対策の推進 

特に違法駐車が常態化し，安全で円滑な道路交通が阻害されている鉄道駅周辺の道

路においては，きめ細かな駐車規制の実施，違法駐車の取締りと併せて広報・啓発活動

などを取り組むなどのハード・ソフト一体となった駐車対策を推進するものとします。 

また，災害時の緊急避難路を確保するため，電線類の地中化を推進します。 

キ 災害に備えた道路交通環境の整備 

(ア) 災害に備えた道路の整備

地震，豪雨，豪雪，津波等の災害が発生した場合においても安全で安心な生活を支え

る道路交通の確保を図ります。地震発生時の応急活動を迅速かつ安全に実施できる信

頼性の高い道路ネットワークを確保するため，橋梁の耐震対策を推進します。 

(イ) 災害発生時における交通規制 

災害発生時においては，被災地域への車両の流入抑制を行うとともに，被害状況を把

握した上で，災害対策基本法（昭和36年法律第223号）の規定に基づく通行禁止等の必

要な交通規制を迅速かつ的確に実施します。 

(ウ) 災害発生時における情報提供の充実 

災害発生時において，道路の被災状況や道路交通状況を迅速かつ的確に収集・分析

し，復旧や緊急交通路，緊急輸送道路の確保及び道路利用者等への道路交通情報の

提供等を実施します。 
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(4) 交通安全思想の普及徹底 

交通安全教育は，自他の生命尊重という理念のもとに，交通社会の一員としての責任を

自覚し，交通安全意識と交通マナーの向上に努め，相手の立場を尊重し，他の人々や地域

の安全にも貢献できる良き社会人を育成する上で重要な意義を有しています。交通安全意

識を向上させ，交通マナーを身に付けるためには，人間の成長過程に合わせ，生涯にわた

る学習を促進して市民一人一人が交通安全の確保を自らの課題として捉えるよう意識の改

革を促すことが重要です。 

このため，本市においても「ひょうご交通安全憲章」の普及啓発を図るとともに「交通安全

教育指針」（平成10年国家公安委員会告示第15号）などを活用し，これまで実施してきた交

通安全教育の内容を見直し，幼児から成人に至るまで，心身の発達段階やライフステージに

応じた段階的かつ体系的な交通安全教育を行います。また，高齢者の交通安全については，

高齢者自身の交通安全意識の向上を図るとともに，他の世代も高齢者の特性を知り，その

上で高齢者を保護し配慮する意識を高めるための啓発指導を実施します。 

そして，障がいのある人の交通安全については，高齢者と同様に，障がいのある人自身

が交通安全知識の向上などを図るとともに，障がいの種類や程度に応じた人的配慮，物的

整備が必要であることを交通安全教育などにより，市民に周知していきます。 

ア 段階的かつ体系的な交通安全教育の推進 

(ア) 幼児に対する交通安全教育の推進 

① 目標 

心身の発達段階や地域の実情に応じて，基本的な交通ルールを遵守し，交通マナ

ーを実践する態度を習得させるとともに，日常生活において安全に道路及び踏切道

を通行するために必要な基本的な技能及び知識を習得させることを目標とします。 

② 内容 

○ 幼稚園・保育所・認定こども園 

家庭及び関係機関・団体等と連携・協力を図りながら，日常の教育・保育活動の

あらゆる場面を捉えて，交通安全教育を計画的かつ継続的に行います。これらを

○ 参加・体験・実践型の交通安全教育，普及啓発活動の推進

○ 高齢者に対する交通安全教育の推進

○ 自転車の安全利用の推進

○ 後部座席などにおけるシートベルト着用の推進

○ 反射材用品等の普及促進

○ 飲酒運転根絶に向けた規範意識の確立

○ 交通の安全に関する民間団体などの主体的活動の推進

○ 市民の参画・協働の推進
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効果的に実施するため，例えば，紙芝居や視聴覚教材等を利用したり親子で実習

したりするなど，分かりやすい指導を行うとともに，指導資料の作成，教職員の指

導力の向上及び教材・教具の整備を推進します。 

③ 方法 

○ 教材等の提供による支援 

関係機関・団体は，幼児の心身の発達や交通状況等の地域の実情を踏まえた

幅広い教材・教具・情報の提供等を行うことにより，幼稚園・保育所及び認定こども

園において行われる交通安全教育の支援を行います。 

○ 保護者に対する交通安全教育 

幼児の保護者が常に幼児の手本となって安全に道路を通行するなど，家庭にお

いて適切な指導ができるよう保護者に対する交通安全講習会等を実施します。 

（イ） 小学生に対する交通安全教育の推進 

① 目標 

心身の発達段階や地域の実情に応じて，歩行者及び自転車の利用者として必要

な技能と知識を習得させるとともに，道路及び交通の状況に応じて，安全に道路及び

踏切道を通行するために，道路交通における危険を予測し，これを回避して安全に通

行する意識及び能力を高めることを目標とします。 

② 内容 

家庭及び関係機関・団体等と連携・協力を図りながら，体育，道徳，総合的な学習

の時間，特別活動など学校の教育活動全体を通じて，歩行者としての心得，自転車

の安全な利用，乗り物の安全な利用，危険の予測と回避，交通ルールの意味及び必

要性について重点的に交通安全教育を実施します。 

交通社会の一員であることを考慮し，「自転車の安全で適正な利用の促進に関す

る条例」を踏まえ，自転車利用に関する道路交通の基礎知識，交通安全意識及び交

通マナーに係る教育を充実させます。 

③ 方法 

○ 教育教材の配布等 

自転車の安全で適正な利用等も含め，安全な通学のための教育教材等を作成・

配布するとともに，交通安全教室を一層推進するほか，教員等を対象とした心肺蘇

生法の実技講習会等を実施します。 

○ 交通安全情報の提供 

県と県教育委員会等との協働により設置した「ひょうご児童等交通安全ネットワ

ーク」により，学校を通じて児童，保護者等へタイムリーな交通安全情報を提供しま

す。 
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○ 関係機関・団体による補完的な交通安全教育 

関係機関・団体は，小学校において行われる交通安全教育の支援を行うととも

に，児童に対する補完的な交通安全教育の推進を図ります。 

○ 保護者に対する交通安全教育 

児童の保護者が日常生活の中で模範的な行動をとり，歩行中，自転車乗用中等

実際の交通の場面で，児童に対し，基本的な交通ルールや交通マナーを教えられ

るよう保護者を対象とした交通安全講習会等を開催します。 

（ウ） 中学生に対する交通安全教育の推進 

① 目標 

日常生活における交通安全に必要な事柄，特に，自転車で安全に道路及び踏切

道を通行するために，必要な技能と知識を十分に習得させるとともに，道路を通行す

る場合は，思いやりをもって，自己の安全はもとより，他の人々の安全にも配慮できる

ようにすることを目標とします。 

② 内容 

家庭及び関係機関・団体等と連携・協力を図りながら，保健体育，道徳，総合的な

学習の時間，特別活動など学校の教育活動全体を通じて，歩行者としての心得，自

転車の安全な利用，自動車等の特性，危険の予測と回避，標識等の意味，応急手当

等について重点的に交通安全教育を実施します。 

交通社会の一員であることを考慮し，「自転車の安全で適正な利用の促進に関す

る条例」及び自転車運転者講習制度を踏まえ，自転車利用に関する道路交通の基礎

知識，交通安全意識及び交通マナーに係る教育を充実させます。 

③ 方法 

○ 教育教材の配布等 

自転車の安全で適正な利用等も含め，安全な通学のための教育教材等を作成・

配布するとともに，交通安全教室を一層推進するほか，教員等を対象とした心肺蘇

生法等の実技講習会を実施します。 

○ 交通安全情報の提供 

県と県教育委員会等との協働により設置した「ひょうご児童等交通安全ネットワ

ーク」により，学校を通じて生徒，保護者等へタイムリーな交通安全情報を提供しま

す。 

○ 関係機関・団体による補完的な交通安全教育 

関係機関・団体は，中学校において行われる交通安全教育が円滑に実施できる

よう指導者の派遣，情報の提供等の支援を行うとともに，地域において，保護者対

象の交通安全講習会や中学生に対する交通マナーの育成等補完的な交通安全教

育の推進を図ります。 
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（エ） 高校生に対する交通安全教育の推進 

① 目標 

日常生活における交通安全に必要な事柄，特に，二輪車の運転者及び自転車の

利用者として安全に道路及び踏切道を通行するために，必要な技能と知識を習得さ

せるとともに，交通社会の一員として交通ルールを遵守し，自他の生命を尊重するな

ど責任を特って行動できるようにすることを目標とします。 

② 内容 

二輪車・自動車の安全に関する指導については，生徒の実態や地域の実情に応じ

て，安全運転を推進する機関・団体やＰＴＡ等と連携しながら，安全運転に関する意識

の高揚と実践力の向上を図るとともに，実技指導等を含む実践的な交通安全教育の

充実を図ります。 

交通社会の一員であることを考慮し，「自転車の安全で適正な利用の促進に関す

る条例」及び自転車運転者講習制度を踏まえ，自転車利用に関する道路交通の基礎

知識，交通安全意識及び交通マナーに係る教育を充実させます。 

③ 方法 

○ 教育教材の配布等 

自転車の安全で適正な利用等も含め，安全な通学のための教育教材等を作成・

配布するとともに，交通安全教室を一層推進するほか，教員等を対象とした心肺蘇

生法等の実技講習会を実施します。 

○ 交通安全情報の提供 

県と県教育委員会等との協働により設置した「ひょうご児童等交通安全ネットワ

ーク」により，学校を通じて生徒，保護者等へタイムリーな交通安全情報を提供しま

す。 

○ 関係機関・団体による補完的な交通安全教育 

関係機関・団体は，高等学校において行われる交通安全教育が円滑に実施でき

るよう指導者の派遣，情報の提供等の支援を行うとともに，地域において，高校生

及び相当年齢者に対する補完的な交通安全教育の推進を図ります。 

（オ） 成人に対する交通安全教育の推進 

① 目標 

自動車等の安全運転の確保の観点から，社会人，大学生等に対する交通安全教

育の充実を図ります。 

② 内容 

○ 社会人・大学生等への教育 

職場での交通安全研修会，出前講座等を活用し，社会人を対象とした講座等に

おける交通安全教育の促進を図ります。また，関係機関・団体，交通ボランティア
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等による自転車の安全適正利用を含む交通安全のための諸活動を促進します。 

（カ） 高齢者に対する交通安全教育の推進 

① 目標 

運転免許の有無等により，交通行動や危険認識，交通ルール等の知識に差があ

ることに留意しながら，実践的技能及び交通ルール等の知識を習得させることを目標

とします。 

② 内容 

加齢に伴う身体機能の低下が歩行者又は運転者としての交通行動に及ぼす影響

や，運転者側から見た歩行者や自転車の危険行動を理解させながら，交通の状況に

応じて安全に道路及び踏切道を通行するための知識・技能について安全教育を実施

します。高齢者の自発性を促すことに留意しつつ，高齢者の事故実態に応じた具体

的な指導を行うこととし，反射材用品の活用等交通安全用品の普及を図ります。 

③ 方法 

○ 指導者の養成等 

地域交通安全活動推進委員等の高齢者に対する交通安全指導者の養成，教

材・教具等の開発等，指導体制をさらに充実させます。また，教育手法に関するこ

れまでの調査研究の成果等も活用しながら参加・体験・実践型の交通安全教育を

推進します。 

○ 多様な機会の活用 

老人クラブ活動の一環として，交通安全についての指導者育成や交通安全に関

する研修の実施を促すほか，関係団体，交通ボランティア，医療機関・福祉施設関

係者等と連携して，高齢者の交通安全教室等を開催するとともに，高齢者大学など

の社会教育活動，各種の催し等の多様な機会を活用した交通安全教育を実施しま

す。 

○ 出前式指導 

運転免許を持たないなど，交通安全教育を受ける機会のなかった高齢者を中心

に，啓発，家庭訪問による個別指導，地域ぐるみの見守り活動等を行います。 

（キ） 障がいのある人に対する交通安全教育の推進 

① 目標 

障害の程度等により，交通行動や危険認識，交通ルール等の知識に差があること

に留意しながら，実践的技能及びルール等の知識を習得させることを目標とします。 

② 内容 

歩行者又は運転者としての交通行動に及ぼす影響や，運転者側から見た歩行者

や自転車の危険行動を理解させながら，交通の状況に応じて安全に道路及び踏切道
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を通行するための知識・技能について安全教育を実施します。 

③ 方法 

○ 特別支援学校等での指導 

特別支援学校や地域における福祉活動の場を活用します。 

（ク） 外国人に対する交通安全教育の推進 

定住外国人に対しては，母国との交通ルールの違いや交通安全に対する考え方の

違いを理解させるため，広報・啓発活動に取り組みます。 

イ 効果的な交通安全教育の推進 

(ア) 関係機関・団体の連携 

交通安全教育を行う機関・団体は相互の連携を図りながら，交通安全教育に関する

情報を共有し，資機材の貸与，講師の派遣，交通安全教育指導者の養成・確保等を行

います。 

(イ) 体験・体感型手法の活用 

シミュレーター等の活用，スタントマンによる体感型教育（スケアード・ストレイト）の導

入を検討します。 

(ウ) 教育効果の確認等 

受講者や地域の実情に応じて，教育の方法や教材の見直しと改良を行うとともに，受

講者の反応を確認する等の事後効果評価を実施し，常に効果的な交通安全教育がで

きるようにします。 

ウ 交通安全に関する普及啓発活動の推進 

(ア) 「ストップ・ザ・交通事故」県民運動の推進

① 目標 

尊い人命を交通事故から守るため，ひょうご交通安全憲章の理念に基づき，広く市

民一人一人に交通安全思想及び交通モラルの高揚を図るとともに，思いやりのある

交通行動の実践を習慣付け，市民の参画と協働のもとに交通事故のない「元気で安

全・安心な芦屋」をつくることを目的とします。 

② 期間 

毎年 4月 1日から 3月 31日までの 1年間 

③ 推進方法 

○ 行政，関係団体等，県民の幅広い参画を得た兵庫県交通安全対策委員会にお

いて，年間運動方針を決定し，事前に，運動期間，運動重点等について広く市民に
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周知します。 

○ 芦屋市交通安全対策委員会の構成機関・団体が相互に連携して，強力に推進

します。 

○ 地域に密着したきめ細かい活動が期待できる民間団体及び交通ボランティアの

参加促進を図り，交通事故を身近なものとして意識させる交通安全活動を促進し

ます。 

○ 運動の事後に，効果を検証，評価することにより，一層効果的な運動が実施さ

れるよう配意します。 

（イ） 自転車の安全利用の推進 

「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」等に基づき，市民，事業者，交通

安全団体及び行政が一体となって，自転車の安全適正利用に取り組みます。 

① 自転車の交通安全教育の推進 

自転車乗車中の死傷者のうち，約9割に何らかの交通違反が認められることから，

自転車が道路交通法に定められた「車両」であることを認識させ，歩行者や他の車両

に配慮した通行等，自転車の正しい乗り方や自転車の歩道通行時における交通ルー

ルのほか，スマートフォン等の操作や画面を注視しながらの乗車，イヤホン等を使用

して安全な運転に必要な音が聞こえない状態での乗車の危険性等について，参加・

体験・実践型の自転車交通安全教室等を開催して周知徹底を図ります。 

保護者，学校，事業者がそれぞれの立場で自転車の交通安全教育を行うことがで

きるよう，啓発資料や教材を作成・配布します。 

自転車運転者講習制度を適切に運用し，危険な違反行為を繰り返す自転車運転

者に対する教育を推進します。 

② 自転車の損害賠償責任保険等への加入徹底 

自転車が加害者になる事故により高額な損害賠償事例が発生している状況などか

ら，被害者の救済と加害者の経済的負担を軽減させるため，兵庫県条例により，自転

車利用者，保護者及び自転車を利用する事業者に損害賠償責任保険等への加入を

義務付けています。 

このため，自転車交通安全教室やキャンペーン等を通じた普及啓発を図るとともに，

自転車販売時に損害賠償責任保険等の加入有無の確認を義務付けられた自転車小

売業者等の協力を得ながら，損害賠償責任保険等への加入を徹底します。 

③ 自転車の安全適正利用 

夕暮れ時から夜間にかけて自転車の重大事故が多発する傾向にあることを踏まえ，

法令で定める灯火の点灯を徹底するとともに，自転車の横断時の視認性を高めるた

め，自転車の側面等への反射材用品の取付けを促進します。 

幼児・児童の保護者に対して，自転車乗車時の頭部保護の重要性とヘルメット着
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用による被害軽減効果についての理解促進と，ヘルメット着用の更なる徹底を図りま

す。 

また，自転車乗用中の高齢者が頭部損傷で死亡することが多いことから，高齢者

に対するヘルメット着用を推進します。 

幼児を同乗させる場合において，安全性に優れた幼児二人同乗用自転車の普及

を促進するとともに，シートベルトを備えている幼児用座席に幼児を乗せるときは，シ

ートベルトを着用させるよう広報啓発活動を推進します。 

（ウ） 後部座席を含めた全ての座席におけるシートベルトの正しい着用の徹底 

関係機関・団体等との協力の下，あらゆる機会・媒体を通じて着用効果と正しい着

用方法について理解を求め，その徹底を図ります。 

（エ） チャイルドシートの正しい使用の徹底 

幼稚園・保育所，認定こども園等と連携し，保護者に対する効果的な広報啓発・指

導により，正しい使用の徹底を図ります。 

特に，6歳以上であっても，体格等の状況によりシートベルトを適切に着用させること

ができない子どもにはチャイルドシートを使用させることについて，広報啓発を強化しま

す。 

(オ) 反射材用品等の普及促進 

夕暮れ時から夜間における視認性を高め，歩行者及び自転車利用者の事故防止に

効果が期待できる反射材用品や自発光式ライト等の普及を図るため，各種広報媒体を

活用して積極的な広報啓発を推進します。 

また，夜間走行時の道路横断などの際の事故防止のため，「自転車の安全で適正な

利用の促進に関する条例」により，道路交通法で定める後部反射器材に加え，側面へ

の装着を促進します。 

反射材用品等は，全年齢層を対象として普及を図る必要がありますが，歩行中の交

通事故死亡者の中で占める割合が高い高齢者に対しては，特にその普及の促進を図り，

衣服や靴，鞄等の身の回り品への反射材用品の組み込みを推奨します。 

（カ） 飲酒運転根絶に向けた規範意識の確立 

飲酒運転の危険性や飲酒運転による交通事故の実態を周知するための交通安全

教育や広報啓発を引き続き推進するとともに，交通ボランティアや安全運転管理者，

酒類製造・販売業者，酒類提供飲食店，駐車場関係者等と連携してハンドルキーパー

運動の普及啓発を行うほか，事業者の自主的な「飲酒運転追放宣言」の取組やキッズ

交通保安官・ファミリー隊員の活用など，地域，職域等における飲酒運転根絶の取組
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を更に進め，「飲酒運転をしない，させない」という市民の規範意識の確立を図ります。 

（キ） 効果的な広報の実施 

交通の安全に関する広報については，テレビ，ラジオ，新聞，携帯端末，インターネ

ット等の広報媒体を活用して，交通事故等の実態を踏まえた広報，日常生活に密着し

た内容の広報，具体的で訴求力の高い内容を重点的かつ集中的に実施するなど，実

効の上がる広報を次の方針により行います。 

① キャンペーン等の積極的な実施 

家庭，学校，職場，地域等と一体となった広範なキャンペーンや，官民が一体とな

った各種の広報媒体を通じての集中的なキャンペーン等を積極的に行うことにより，

高齢者の交通事故防止，子どもの交通事故防止，シートベルト及びチャイルドシート

の正しい着用の徹底，飲酒運転の根絶，違法駐車の排除等を図ります。 

② 家庭向け広報の充実 

交通安全に果たす家庭の役割は極めて大きいことから，家庭向け広報媒体の積極

的な活用，町内会等を通じた広報等により家庭に浸透するきめ細かな広報を実施し，

子ども，高齢者等を交通事故から守るとともに，飲酒運転を根絶し，暴走運転，無謀

運転等を追放します。 

（ク） その他の普及啓発活動の推進 

① 高齢者の交通事故防止に関する市民意識の高揚 

高齢者の交通事故防止に関する市民の意識を高めるため，加齢に伴う身体機能

の低下が交通行動に及ぼす影響等について科学的な知見に基づいた広報を積極的

に行います。また，他の年齢層に高齢者の特性を理解させるとともに，高齢運転者標

識（高齢者マーク）を取り付けた自動車への保護意識の向上を図ります。 

② 夕暮れ時から夜間にかけての事故防止の啓発等 

夕暮れ時から夜間にかけて重大事故が多発する傾向にあることから，夜間の重大

事故の主原因となっている最高速度違反，飲酒運転等による事故実態･危険性等を

広く周知し，これら違反の防止を図ります。 

また，季節や気象の変化，地域の実態等に応じ，交通情報板等を活用するなどし

て自動車及び自転車の前照灯の早期点灯を促します。 

③ プロテクターの着用促進 

二輪車運転者の被害軽減を図るため，胸部等のプロテクターの着用について，関

係機関・団体と連携した広報啓発活動を推進します。 

④ 交通事故の発生状況の認識と事故防止に関する意識の啓発等 

市民が，交通事故の発生状況を認識し，交通事故防止に関する意識の啓発等が

できるよう，交通事故分析を行い，各種広報媒体を通じて事故データ及び事故多発地
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点に関する情報を提供・発信します。 

エ 交通の安全に関する民間団体等の主体的活動の推進 

① 交通安全を目的とする民間団体 

交通安全指導者の養成等の事業及び諸行事に対する援助並びに交通安全に必

要な資料の提供活動を充実するなど，その主体的な活動を促進します。 

② 交通ボランティア等 

資質の向上に資する援助を行うことなどにより，その主体的な活動及び相互間の

連絡協力体制の整備を促進します。 

オ 市民の参画と協働の推進 

交通の安全は，市民の安全意識により支えられることから，市民自らが交通安全に関

する自らの意識改革を進めることが重要です。 

このため，交通安全思想の普及徹底に当たっては，行政，民間団体，企業等と市民が

連携を密にした上で，それぞれの地域における実情に即した身近な活動を推進し，市民の

参画と協働を積極的に進めます。 

(5) 道路交通秩序の維持

交通ルール無視による交通事故を防止するためには，交通指導取締り，暴走族取締り等

を通じ，道路交通秩序の維持を図る必要があります。 

このため，交通事故実態等を的確に分析し，死亡事故等重大事故に直結する悪質性，

危険性，迷惑性の高い違反に重点を置いた交通指導取締りの要請を行います。 

また，暴走族等対策を強力に推進するため，関係機関・団体が連携し，地域ぐるみの暴

走族追放気運の高揚等に努め，暴走行為をさせない環境づくりを推進するよう努めます。 

ア 交通の指導取締りの強化等 

（ア） 一般道路における効果的な指導取締りの強化等 

一般道路においては，歩行者及び自転車利用者の事故防止並びに事故多発路線等

における重大事故の防止に重点を置いた効果的な交通指導取締りの要請を行います。 

その際，地域の交通事故実態や違反等に関する地域特性等を十分考慮します。 

① 交通事故抑止に資する指導取締りの推進 

交通事故実態の分析結果等を踏まえ，事故多発路線等における街頭指導活動を強

○ 悪質性・危険性，迷惑性の高い違反に重点を置いた取締りの強化など 

○ 自転車利用者に対する指導取締りの推進 

○ 暴走族対策の強化
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化するとともに，交通事故に直結する悪質性，危険性の高い違反，市民から取締り要

望の多い迷惑性の高い違反について，取締りの要請を行います。 

また，引き続き，児童，高齢者，障がいのある人の保護の観点に立った指導取締り

を要請します。 

② 自転車利用者に対する指導取締りの推進 

自転車利用者に対し，重大事故に直結する違反に重点を置いた指導取締りの要請

を行います。 

イ 暴走族等対策の推進 

（ア） 暴走族追放気運の高揚及び家庭，学校等における青少年の指導の充実 

暴走族追放の気運を高揚させるため，報道機関等に対する資料提供を積極的に行

い，暴走族の実態が的確に広報されるよう努めるなど，広報活動を積極的に行います。 

また，家庭，学校，職場，地域等において，青少年に対し，「暴走族加入阻止教室」を

開催するなどの指導等を促進します。暴走族問題と青少年の非行等問題行動との関連

性を踏まえ，地域の関連団体等との連携を図るなど，青少年の健全育成を図る観点か

ら施策を推進します｡ 

（イ） 暴走行為阻止のための環境整備 

暴走族等（暴走族及び違法行為を敢行する旧車會員（暴走族風に改造した旧型の自

動二輪車等を運転する者））及びこれに伴う群衆のい集場所として利用されやすい施設

の管理者に協力を求め，暴走族等及び群衆をい集させないための施設の管理改善等

の環境づくりを推進するとともに，地域における関係機関・団体が連携を強化し，暴走行

為等ができない道路交通環境づくりを積極的に行います。 

（ウ） 暴走族等に対する指導取締りの強化 

暴走族等取締りの体制及び装備資機材の充実を図るとともに，集団暴走行為，爆音

暴走行為その他悪質事犯に対しては，共同危険行為等の禁止違反をはじめとする各種

法令を適用して検挙及び補導を徹底し，併せて解散指導を積極的に行うなど，暴走族

等に対する指導取締りを要請します。 

また，「不正改造車を排除する運動」等を通じ，街頭検査において，不正改造車両の

取締りを行うとともに，不正改造車両等の押収のほか，司法当局に没収（没取）措置を

働き掛けるなど暴走族等と車両の分離を図り，不正改造等暴走行為を助長する行為に

対しても背後責任を追及するよう要請します。 

（エ） 暴走族関係事犯者の再犯防止 

個々の犯罪事実はもとより，組織の実態やそれぞれの被疑者の非行の背景となって
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いる諸事情をも明らかにしつつ，グループの解体や暴走族グループから構成員等を離

脱させるなど暴走族関係事犯者の再犯防止に努め，暴力団とかかわりのある者につい

ては，その実態を明らかにするとともに，暴力団から離脱するよう要請します。 

さらに，暴走行為に対する運転免許の行政処分については，特に迅速かつ厳重に行

うよう要請します。 

（オ） 車両の不正改造の防止 

暴走行為を助長するような車両の不正な改造を防止するよう，また，保安基準に適合

しない部品等が不正な改造に使用されることがないよう，「不正改造車を排除する運動」

等を通じ，広報活動を推進します。 

(6) 救助・救急活動の充実 

交通事故による負傷者の救命や被害を最小限にとどめ，道路上の交通事故に即応できる

よう，医療機関，関係機関などの相互の緊密な連携・協力関係の維持充実を図ります。 

ア 救助・救急体制の整備 

（ア） 救助体制の整備・拡充 

交通事故の種類・内容の複雑多様化に対処するため，救急医療機関，消防機関等

の救急関係機関相互の緊密な連携・協力関係を確保して，救助体制の整備・拡充を図

り，救助活動の円滑な実施を図ります。 

（イ） 自動体外式除細動器の使用も含めた心肺蘇生法等の応急手当の普及啓発活動の

推進 

① 消防機関等が行う講習会等の普及啓発活動の推進 

現場におけるバイスタンダー（現場に居合わせた人）による応急手当の実施により，

救命効果の向上が期待できることから，自動体外式除細動器（ＡＥＤ：Automated 

External Defibrillator）の使用も含めた応急手当について，消防機関等が行う講習会等

の普及啓発活動を推進します。 

このため，心肺蘇生法等の応急手当の知識・実技の普及を図ることとし，消防機関，

保健所，医療機関，日本赤十字社，民間団体等の関係機関においては，指導資料の

作成・配布，講習会の開催等を推進するとともに，救急の日，救急医療週間等の機会

○ 自動体外式除細動器（ＡＥＤ：Automated External Defibrillator ）の使用も含

めた心肺蘇生などの応急手当の普及啓発活動の推進 

○ 救急医療体制の整備 

○ 県消防防災ヘリコプター活用による救助・救急業務の推進 
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を通じて広報啓発活動を積極的に推進します。 

② 応急手当指導者の積極的な養成等 

応急手当指導者の養成を積極的に行うほか，救急要請受信時における応急手当の

口頭指導を推進します。 

さらに，自動車教習所における教習及び取得時講習，更新時講習等において応急

救護処置に関する知識の普及に努めるほか，交通安全の指導に携わる者，安全運転

管理者等及び交通事故現場に遭遇する可能性の高い業務用自動車運転者等に対し

ても広く知識の普及に努めます。 

また，業務用自動車を中心に応急手当に用いるゴム手袋，止血帯，包帯等の救急

用具の搭載を推進します。 

③ 教職員対象の心肺蘇生法の実習及び各種講習会の開催等 

学校においては，教職員対象の心肺蘇生法（ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の取扱

いを含む。）の実習及び各種講習会の開催により指導力・実践力の向上を図るとともに，

中学校，高等学校の保健体育において止血法や包帯法，心肺蘇生法等の応急手当

（ＡＥＤを含む。）について指導の充実を図ります。さらには，自動車事故の負傷者に対

して迅速かつ適切な応急処置を行うために必要な救急法の知識と技術の普及の観点

から，自動車事故救急法講習の実施を図ります。 

（ウ） 救急救命士の養成・配置等の促進，ドクターカーの活用促進 

プレホスピタルケア（救急現場及び搬送途上における応急処置）の充実のため，ドク

ターカー（医師等が同乗する救急用自動車）の活用の促進を図るとともに，消防機関に

おいて救急救命士を計画的に配置できるようその養成を図り，救急救命士が行える気

管挿管，薬剤投与及び輸液などの特定行為を円滑に実施するための講習及び実習の

実施を推進します。また，医師の指示又は指導・助言の下に救急救命士を含めた救急

隊員が行う応急処置等の質を確保するメディカルコントロール体制の充実を図ります。 

（エ） 消防防災ヘリコプターによる救急業務の推進 

ヘリコプターは，事故の状況把握，負傷者の救急搬送に有効であることから，消防

防災ヘリコプターの救急業務における積極的活用を推進するとともに，救急現場等に

より早く医師等による救急医療を実施するため，兵庫県災害医療センター等と連携し

た医師同乗型救急ヘリコプターの運航を推進します。 

（オ） 救助隊員及び救急隊員の教育訓練の充実 

複雑多様化する救助・救急事象に対応すべく救助隊員及び救急隊員の知識・技術の

向上を図るため，教育訓練の充実を積極的に推進します。 
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イ 救急医療体制の整備 

多重事故等の重大な事故の発生に対応する必要があるため，医師等が同乗し救命医療

を行いながら搬送できるドクターヘリと，消防や医療機関等関係機関との連携の強化を図り，

交通事故等で負傷した患者の救命率の向上や後遺症を軽減させます。 

ウ 救急関係機関の協力関係の確保等 

救急医療施設への迅速かつ円滑な収容を確保するため，救急医療機関，消防機関等の

関係機関における緊密な連携・協力関係を推進するとともに，救急医療機関内の受入れ・

連絡体制の明確化等を図ります。 

また，救急自動車に設置した携帯電話により医師と直接交信するシステム（ホットライン）

等を活用して，より適切な応急措置が行えるようにするなど，医療機関と消防機関が相互に

連携を取りながら効果的な救急体制の整備を促進します。 

さらに，特に多くの被害者の生じる大規模な交通事故が発生したときに備え，災害派遣

医療チーム「兵庫ＤＭＡＴ」及び災害派遣精神医療チーム「ひょうごＤＰＡＴ」（Disaster 

Psychiatric Assistance Team）の活用を推進します。 

(7) 損害賠償の適正化をはじめとした被害者支援の推進 

近年，自転車が加害者になる事故に関し，高額な賠償額となるケースもあり，こうした賠償

責任を負った際の支払い原資を担保し，被害者の救済の十全を図るため，兵庫県においては，

平成27年に損害賠償責任保険等への加入義務化などを内容とする「自転車の安全で適正な

利用の促進に関する条例」が制定されました。この条例に基づき，交通安全教室やキャンペ

ーン等を通じた普及啓発を図るとともに，自転車小売業者など関係事業者の協力を得つつ，

損害賠償責任保険等への加入を徹底していきます。 
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第２章 踏切道における交通の安全  

第１節 基本的な考え方 

市内には，ＪＲ・私鉄を併せて15箇所の踏切道があります。踏切事故を未然に防止するための

対策を講じ，踏切事故のない芦屋をめざします。 

第２節 踏切道における交通の目標 

１ 踏切事故の現状等 

(１) 踏切事故の現状 

平成23年から26年にかけて踏切事故の発生件数は0件でしたが，平成27年に1件発生しま

した。  

（２） 交通安全計画における目標 

踏切道における交通の安全と円滑化を図るため，市民の理解と協力のもと，諸施策を総

合的に推進することにより，第9次交通安全計画と同じく，本交通安全計画期間においても，

踏切事故件数を0件とすることを目標とします。

第３節 踏切道における交通の安全についての対策

１ 今後の踏切道における交通安全対策を考える視点 

踏切事故は，ひとたび発生すると多数の死傷者を生ずるなど重大な結果をもたらすことから，

踏切事故を未然に防止するための対策に努めます。 

２ 踏切道の交通の安全と円滑化を図るための対策 

踏切事故は，直前横断，落輪などに起因するものが多いことから，自動車運転者や自転車

１ 基本的な考え方 

 踏切事故防止対策を講じることにより，踏切事故のない芦屋をめざします。

２ 目標 

 交通安全計画期間の踏切事故件数の目標を０件とします。 

３ 対策を進める視点 

〈視点〉それぞれの踏切の状況などを勘案した対策 

〈柱〉 踏切道の交通の安全と円滑化を図るための措置 
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利用者及び歩行者などの踏切道通行者への交通安全のための広報啓発を行うとともに，自転

車教室や交通安全教室を通して，踏切道の通過方法などの教育を実施していきます。 

また，道路の交通量，踏切道の幅員，踏切保安設備の整備状況などを勘案し，必要に応じて，

看板，標識などを設置し，注意喚起や視認性の向上に努めます。 
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【参考資料】 

芦屋市交通安全計画策定経過及び今後の予定 

実 施 日 会 議 等 内  容 

平成２８年５月９日 
第１回芦屋市交通

安全対策委員会 

第９次芦屋市交通安全計画評価（案）について 

第１０次芦屋市交通安全計画の方向性について 

平成２８年７月１２日 
第２回芦屋市交通

安全対策委員会 

第９次芦屋市交通安全計画評価（案）について 

第１０次芦屋市交通安全計画の素案について 

平成２８年８月１０日 
第３回芦屋市交通

安全対策委員会 

第９次芦屋市交通安全計画評価（案）について 

第１０次芦屋市交通安全計画の素案の決定につ

いて 

平成２８年１０月１日～ 

平成２８年１０月３１日 
市民意見募集 

第１０次芦屋市交通安全計画に関する市民意見

募集 

平成２８年１１月上旬 
第４回芦屋市交通

安全対策委員会 

第１０次芦屋市交通安全計画市民意見募集の結

果について 

第１０次芦屋市交通安全計画（最終案）の決定に

ついて 

平成２８年１２月 
建設公営企業 

常任委員会 
計画策定 

芦屋市交通安全対策委員会委員名簿（平成２８年５月９日現在）（敬称略） 

役 職 氏  名 所    属 

委員長 辻 正彦 都市建設部長 

副委員長 谷﨑 美穂 都市建設部建設総務課長 

委 員 三谷 哲雄 流通科学大学総合政策学部 教授 

委 員 越野 睦子 芦屋市ＰＴＡ協議会 副会長 

委 員 柴沼 元 芦屋市老人クラブ連合会 副会長 

委 員 高木 良彦 芦屋警察署交通課長 

委 員 岡村 和代 芦屋交通安全協会 

委 員 山田 弥生 企画部市民参画課長 

委 員 伊藤 浩一 こども・健康部子育て推進課長 

委 員 宮本 博嗣 都市建設部道路課長 

委 員 白井 宏和 都市建設部都市計画課長 

委 員 松代 洋史 消防本部救急課長 

委 員 荒谷 芳生 教育委員会学校教育部学校教育課長 
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用 語 解 説 

〔ア行〕 

    ■ あんしん歩行エリア 

    平成15年7月に警察庁と国土交通省が，国及び地方公共団体が管理する幹線道路の特定

する交差点や路線・区間での交通事故が多発し，緊急に対策を実施する必要性の高い箇

所の事故抑制対策を集中的に実施することを目的に設定されたエリア。そのエリアにおい

て，速度規制，歩道の設置，歩行者優先道路の整備などを面的・総合的に進めることによ

り，安全な通行経路を確保した地区。 

東西は宮川の西側から芦屋川の東側まで，南北は国道43号以北から阪急線以南まで

の地区(町名は，大原，船戸，松ノ内，上宮川，業平，茶屋之町，大桝，公光，宮川，精道

の各町)。 

〔カ行〕 

  ■ 救急救命士 

    平成3年（1991年）4月23日に救急救命士法が制定され，病院への搬送途上に限り，傷病者

に対し，救急車などにて救急救命処置を施し，速やかに病院へ搬送することを目的とした

国家資格の名称。 

  ■ 公共施設等総合管理計画 

    地方公共団体が所有する全ての公共施設等について，地域の実情に応じて総合的かつ計

画的に管理する計画で，公共施設等の現状及び将来の見通しとともに，公共施設等の総

合的な基本的な方針などを示すもの。 

〔サ行〕 

  ■ 自転車の安全で適正な利用促進に関する条例 

    自転車の交通安全対策を目的とし，県民運動としての取組み，交通安全教育の充実，自転

車の安全適正利用，保険の義務化，環境の整備等を定めた県の条例（平成27年4月1日施

行（保険加入の義務化は10月1日施行）。 

  ■ 自転車運転免許証等制度 

       自転車運転における交通ルールとマナーを遵守した自転車利用者の育成を図るため，

参加・体験型の自転車教室を開催して，受講者に「自転車運転免許証等」を交付するなど，

自転車利用者の交通安全意識の高揚を図るもの。芦屋市では，平成18年8月に児童を対

象に，さらに，11月に高齢者を対象として開催された。 

  ■ 自動体外式除細動器 

    一般的には，ＡＥＤ(Automated External Defibrillator ）と呼ばれています。 

    心室細動の際に機器が自動的に解析を行い，必要に応じて電気的なショック（除細動）を与

え，心臓の動きを戻すことを試みる医療機器。 
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〔ナ行〕 

  ■ 認定こども園 

    幼稚園と保育所の機能や特徴をあわせ持ち，地域の子育て支援も行う施設のこと。0～2歳

の子どもについては，保護者の就労などのために保育を必要とする乳児または幼児を保

護者に代わって保育を行い，3～5歳の子どもについては，保護者の働いている状況に関

わりなく，教育・保育を一緒に行う。 

〔ハ行〕 

  ■ バイスタンダー 

    意識を失って倒れている人の現場に居合わせた人のこと。 

■ バリアフリー 

高齢者，障がいのある人などが社会生活していく上での物理的，社会的，制度的，心理

的及び情報面での障害を除去するという考え方。公共交通機関のバリアフリー化とは高齢

者・障がいのある人などが公共交通機関を円滑に利用できるようにすること。 

  ■ バリアフリー法 

「高齢者，障がいのある人等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(平成18年法律第

91号)｡高齢者，障がいのある人全般に建物，交通機関の移動の円滑化を図るため，旧ハ

ートビル法と旧交通バリアフリー法を統合した法律。 

    ■ ひょうご交通安全憲章 

        県民一人一人がくるま社会に生きる一員としての自覚と責任を持ち，交通安全運動の輪

をひろげ，みんなが安全で安心できるふるさと兵庫を築くために兵庫県交通安全対策委員

会が定めた5項目からなる憲章。 
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【問い合わせ先】 

芦屋市精道町７番６号 

芦屋市都市建設部建設総務課 

ＴＥＬ：３８－２０６３／ＦＡＸ３８－２１６３ 


